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NO.1996

パブリックコメント特集号

計画素案の全文は、区ホームペー

ジ、こうとう情報ステーション(区

役所2階)、放課後支援課(区役所6階

10番)で閲覧できます。

いただいたご意見やそれに対する

区の考え方は、後日、区ホームペー

ジで公表します。なお、ご意見に対

する個別回答は行いませんので、あ

らかじめご了承ください。

意見の募集期間

2／1(金)〜21(木)必着

意見の提出方法

①氏名②住所(区外の方は在勤・在

学等も)③年齢④ご意見を記入し、

郵送(区報掲載のはがき等)、ファク

スまたは放課後支援課窓口へ。区ホ

ームページからも提出できます(電

話受付は行いません)。

▢問 放課後支援課支援係☎3647-

9308、℻3647-9274

今後のスケジュール

意見の募集締切後、平成31年3月

に計画を策定し、区議会への報告お

よび区民への公表を予定しています。

▲指導員の見守りのもと、学習や遊びを通して、知・徳・体をはぐくむ児童たち(写真は有明西学園内｢きっずクラブ有明西｣)
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平成31年(2019年)

平成31年度よりおおむね10年の区の放課後児童クラブ、放

課後こども教室の事業運営の基礎となる｢(仮称)江東区放課

後こどもプラン(素案)｣を作成しました。この計画は、国が

掲げる｢新・放課後子ども総合プラン｣における市町村行動計

画として策定するものです。このたび、その概要をお知らせ

するとともに、パブリックコメント(意見募集)を実施します。

皆さんのご意見をお待ちしています。なお、プランに基づく

新事業の実施は平成32年度以降を見込んでいます。

(仮称)江東区放課後こどもプラン(素案)の全文は、区ホームページ(トップページ→区政情報→広聴→パブリックコメント)からご覧になれます。

放課後児童クラブ…就労等による留

守家庭児童の生活の場

放課後こども教室…全児童向けの自

主的な学び・遊びの場

用語解説
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平成31年(2019年)�月�日
江東区ホームページ https://www.city.koto.lg.jp

https://www.city.koto.lg.jp/m(携帯)

計画策定の趣旨

本区では、平成22年度より放課後

児童クラブと放課後こども教室の連

携・一体型事業｢きっずクラブ｣の全

小学校への整備を進めてきました。

現在全46の小学校等において、きっ

ずクラブが運営されています。

一方、この間、女性就業率の上昇

等に伴い、児童・保護者のニーズが

変化しており、放課後の居場所の｢量

の確保｣に加え、｢質の向上｣が求め

られています。

これらの状況を踏まえ、国は本年

度｢新・放課後子ども総合プラン｣を

策定し、放課後児童クラブの待機児

童解消に向けた受け皿の整備、学校

施設の徹底活用等を目標としたとこ

ろです。本プランは、国の掲げる目

標に基づき、放課後児童クラブ、放

課後こども教室における取組みの方

向性を示すものとして策定します。

｢江東区放課後こどもプラン｣
が目指す姿

○長期的には全放課後児童クラブ・

放課後こども教室が小学校内で運

営され、両事業がそれぞれの役割

を果たしつつ、連携していること

を目指します。

○各事業では児童の権利に関する条

約と改正児童福祉法の理念を踏ま

え、こどもの主体性を尊重した環

境づくりを推進し、こどもの｢生

きる力｣の向上を図ります。

○本プランの対象期間においては、

児童数の増加に伴い、放課後児童

クラブにおいて保留児童の発生が

見込まれていることや、小学校内

でのスペース確保が難しいことか

ら、環境が整うまで、小学校外の

放課後児童クラブも引き続き活用

します。

本プランの目的・位置づけ等

[目標年次]

平成31年度よりおおむね10年※本

プランではこのうち前期5年の取組

み方針を示します。

[対象事業]

放課後児童クラブ(就労等による

留守家庭児童の生活の場)、放課後

こども教室(全児童向けの自主的な

学び・遊びの場)

[目的]

対象事業の質的向上、効果的・効

率的な仕組みづくり

[位置づけ]

国の｢新・放課後子ども総合プラ

ン｣における市町村行動計画

方針

[全体方針]

○方針1 きっずクラブの推進

小学校内の全きっずクラブを一体

型もしくは連携型として運営(表1の

とおり)。

○方針2 わかりやすい事業名称へ

の統一

放課後対策事業の総称を｢きっず

クラブ｣へ(表2のとおり)。

[量の確保]

○方針3 放課後児童クラブにおけ

る保留児童対策

小学校増築時等に、必要な育成室

面積確保に向けた調整を実施。小学

校内外クラブの開所時間を合わせ、

利用児童数の平準化を促進。

○方針4 放課後児童クラブ利用方

法の弾力化と放課後こども教室の開

所時間の見直し

放課後こども教室利用児童の放課

後児童クラブのスポット利用を可能

とし、併せて放課後こども教室の開

所時間を見直し(表3のとおり)。

[質の向上]

○方針5 放課後児童クラブにおけ

る開所時間の見直し

学校休業日の開室時間、授業日・

学校休業日の基本閉室時間の見直し

(表3のとおり)。

○方針6 放課後児童クラブにおけ

る土曜日の育成

｢土曜江東きっずクラブ｣を放課後

児童クラブとして再構築。

○方針7 放課後こども教室におけ

る環境改善と自主性・自立性を高め

る仕組みづくり

学習・読書等と自由遊びや運動等

のスペースを分離・確保。活動場所

の選択や登退室に関する制約の緩和

による、児童の自主性・自立性の向

上。

○方針8 特別な配慮が必要な児童

への適切な対応

審査体制等を充実させ、安全・安

心にすごせる環境づくりを推進。指

導・見守りを通じて、障害児に対す

る理解と共助の意識を醸成。

[体制づくり]

○方針9 地域との連携と積極的な

情報発信

地域住民、地域の大学、保護者等

との一層の連携を推進。各クラブの

概要・活動内容等を積極的に公開。

多言語化も推進。

○方針10 業務の効率化等による持

続性の高い運営方法の推進

限られた人的資源を育成や見守り

に充て、児童の安全・安心な居場所づ

くりを実現するため、効率的な運営

方法を推進。事業費の負担のあり方

や、利用料の妥当性等について検証。

プランの推進にあたって

[児童育成の視点]

○放課後児童クラブでは、その役割

を踏まえつつ、こどもの発達段階に

応じた育成と環境づくりを進めてい

きます。

○指導員については適切な遊び、生

活の援助ができる指導力を養うとと

もに、各種研修等を通じて質の向上

を図ります。

○全児童対策である放課後こども教

室では、対話・遊び・見守りを通じ

て、児童との信頼関係の構築を図り

ます。

[プログラムの視点]

放課後児童クラブにおけるプログラ

ム

○季節行事や誕生日会、おやつ、清

掃等の家庭生活に係る普遍的なプロ

グラムについては、今後も継続して

実施します。

○固定的なグループでの取組み等が

可能であり、1日では完成できない

制作やサークル的活動等を効果的に

取り入れます。

放課後児童クラブと放課後こども教

室の共通プログラム

○学校教育と連携し、知・徳・体に

わたる｢生きる力｣をはぐくむプログ

ラムを実施します。

○実行委員会を組織してのイベント

の企画・実施等、児童の自主性や主

体性の育成につながる手法を積極的

に取り入れます。

○プログラムの実施にあたっては、

地域との連携を深めていきます。

20代以下 30代 40代 50代 60代 70代以上年齢

住所

氏名

※いただいた個人情報は、本パブリックコメント以外

の目的には使用しません。

(仮称)江東区放課後こどもプラン(素案)について、

具体的な箇所へのご意見をお聴かせください。

意見募集締切：2／21(木)必着

こうとう区報は発行日から
3日かけて郵便ポストへ
お届けしています

ご家庭・事業所等で配布が必要ない場合や、配布部数の変更を希望
される場合は、全戸配布コールセンター（平日および配布日の9：00〜
19：00）☎3950-3070へ 読み終わった区報は古紙回収へ

オリンピック・パラリンピックを
成功させよう！

注)児童のみで安全に移動できる隣接場所を含む。

表1 一体型、連携型事業のイメージ

配
置
イ
メ
ー
ジ

概
要

※共通プログラムあり

両事業を同一小学校内
注
で行い、

共通プログラムに参加できる。
国のプランの目指す姿。

一体型

※共通プログラムあり

両事業の運営場所が異なり、児
童のみで移動が困難であるが、
共通プログラムを実施している。

連携型

放課後こども教室
自主的な学び・遊びの場

放課後児童クラブ
留守家庭児童の生活の場

小学校

放課後児童クラブ
留守家庭児童の生活の場

小学校

放課後こども教室
自主的な学び・遊びの場

道路

道路
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